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コラム長市 column
お
知
ら
せ

４
月
～
６
月
の
利
用
予
約
受
付
会

総
合
福
祉
会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
の
施
設
利
用
に
つ
い
て
、

４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
予
約
受
付
会
を

開
催
。
な
お
、
こ
の
翌
日
か
ら
は
電
話

と
窓
口
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
日
時
＝
１
月
８
日
㈬
午
前
８
時
30

分
～
55
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

申
１
月
６
日
㈪
ま
で
の
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
に
同
館
☎
０
２
７
―
２
３

７
―
０
１
０
１
へ

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
改
選
に

市
民
と
福
祉
行
政
の
架
け
橋
と
な
っ

て
活
躍
す
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
、

12
月
１
日
付
で
一
斉
に
改
選
さ
れ
ま
す
。

①
民
生
委
員
・
児
童
委
員

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
る
民

生
委
員
は
児
童
委
員
を
兼
ね
、
そ
れ
ぞ

れ
担
当
区
域
が
あ
り
ま
す
。
住
民
の
立

場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、
必

要
な
援
助
を
行
い
ま
す
。

②
主
任
児
童
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
か
ら
指

名
さ
れ
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
を

専
門
に
活
動
し
ま
す
。
民
生
委
員
・
児

童
委
員
と
連
携
し
、
児
童
に
関
す
る
問

題
の
解
決
や
児
童
福
祉
の
向
上
に
努
め

ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
相
談
を
受

け
た
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
秘
密
を
守

る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
①
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
課
☎
０
２

７
―
８
９
８
―
６
１
４
２
、
②
に
つ
い

て
は
こ
ど
も
課
☎
０
２
７
―
２
２
０
―

５
７
０
１

中
小
企
業
の
経
営
改
善
な
ど
を
支
援

市
内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ
る
中
小

企
業
者
を
対
象
に
、
次
の
事
業
（
本
年

中
に
終
わ
っ
た
も
の
）
に
支
払
っ
た
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◦
経
営
改
善
の
相
談
、運
営
改
善
事
業
、

経
営
革
新
・
改
善
計
画
の
策
定

対
象
経
費
・
補
助
率
＝
企
業
診
断
や
事

業
計
画
の
策
定
で
支
払
っ
た
費
用
の
50

㌫（
１
企
業
10
万
円
ま
で
）

◦
人
材
育
成
の
社
内
研
修
や
各
種
セ
ミ

ナ
ー
参
加
、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
資

格
取
得
に
要
し
た
経
費（
建
設
・
製
造
・

運
輸
業
な
ど
に
限
る
）

対
象
経
費
・
補
助
率
＝
研
修
費
用
や
資

格
受
験
料
な
ど
（
本
市
主
催
の
も
の
は

対
象
外
）で
支
払
っ
た
費
用
の
50
㌫（
１

企
業
５
万
円
ま
で
）

申
１
月
６
日
㈪
～
31
日
㈮
に
産
業
政
策

課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
９
８
３
へ

高
校
進
学
希
望
者
へ
奨
学
金
を
貸
与

高
校
な
ど
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
中

学
生
で
、
経
済
的
に
不
安
の
あ
る
人
に

奨
学
金
を
貸
与
し
ま
す
。

貸
与
期
間
＝
４
月
か
ら
卒
業
ま
で
の
最

短
修
業
年
限

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
市
内
在
住

の
中
学
生
、
４
人
（
選
考
）。
①
品
行

方
正
、
身
体
健
全
、
学
業
優
秀
②
高
校

（
高
専
）・
専
修
学
校
の
高
等
課
程
に 

進
学
を
希
望
③
経
済
的
な
理
由
で
就
学

が
困
難
④
他
の
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け

て
い
な
い

貸
与
月
額
＝
〈
国
・
公
立
〉
１
万
２
，

０
０
０
円〈
私
立
〉１
万
８
，
０
０
０
円

返
還
方
法
＝
卒
業
後
６
カ
月
か
ら
10
年

間
で
年
４
期
に
分
け
て
返
還（
無
利
子
、

一
括
・
繰
り
上
げ
返
還
も
可
。
大
学
・

短
大
な
ど
上
級
学
校
へ
進
学
し
た
場
合

は
在
学
期
間
の
返
還
延
期
も
可
）

申
12
月
13
日
㈮
ま
で
に
在
学
す
る
中
学

校
へ

問
学
校
教
育
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

５
８
１
５

都
市
計
画
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
開
催

都
市
計
画
に
お
け
る
約
97
・
０
㌶
の

新
前
橋
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行

区
域
（
古
市
町
、
箱
田
町
、
小
相
木
町

の
一
部
ほ
か
）
の
変
更
案
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
。
こ
の
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
を

開
催
し
ま
す
。

閲
覧
日
時
＝
12
月
11
日
㈬
～
24
日
㈫（
土

日
曜
・
祝
日
を
除
く
）、
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市

計
画
課

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
こ

の
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ

る
市
内
在
住
の
人
か
区
域

内
の
利
害
関
係
者
は
、
12

月
11
日
～
24
日
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
意

見
の
要
旨
（
４
０
０
字
以

内
）
を
書
い
た
「
公
述
申

出
書
」
を
、
市
役
所
都
市

計
画
課
へ
郵
送
か
直
接

□
公
聴
会

日
時
＝
１
月
15
日
㈬
午
後

７
時

会
場
＝
東
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

そ
の
他
＝
公
述
申
出
書
の
提
出
が
な
か

っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
開
催
中
止
の
旨

を
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

６
９
４
６

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
を
実
施

都
市
計
画
に
お
け
る
前
橋
総
合
運
動

公
園
の
面
積
を
、
約
25
・
８
㌶
か
ら
約

40
・
４
㌶
に
変
更
す
る
た
め
、
こ
の
変

更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間
＝
12
月
５
日
㈭
～
19
日
㈭（
土

日
曜
を
除
く
）、
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
12
月
19
日
（
必
着
）

ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
意
見
を
記
入
し
、

市
役
所
都
市
計
画
課
（
☎
０
２
７
―
８

９
８
―
６
９
４
４
）へ
郵
送
か
直
接

「
あ
か
ぎ
の
輝
き
」
を
販
売
し
ま
す

本
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
バ
ラ
「
あ
か
ぎ

の
輝
き
」を
４
０
０
株
販
売
し
ま
す
。

期
日
＝
12
月
23
日
㈪

会
場
＝
敷
島
公
園
ば
ら
園

対
象
・
販
売
数
＝
市
内
在
住
の
人
（
抽

選
）、
１
世
帯
２
株
（
応
募
多
数
の
場

合
は
１
株
）

費
用
＝
１
，
５
０
０
円

申
12
月
12
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
往
復

ハ
ガ
キ
で
（
１
世
帯
１
通
）。
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
株
数
・

「
前
橋
の
バ
ラ
希
望
」
と
記
入
し
、
〒

３
７
１
―
０
０
２
７
平
和
町
一
丁
目
２

―
６
・
公
園
管
理
事
務
所
（
☎
０
２
７

―
２
１
０
―
２
０
１
０
）へ

強
い
心
を
持
っ
て
万
引
を
防
止

冬
休
み
期
間
中
は
、
小
中
学
生
に
よ

る
万
引
が
増
加
し
や
す
い
時
期
。
市
民

一
人
一
人
が
、
万
引
を
「
し
な
い
」「
さ

せ
な
い
」「
見
逃
さ
な
い
」
と
い
う
強 

い
気
持
ち
を
持
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を

地
域
で
見
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
青
少
年
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
５

８
７
６

お
お
さ
る
山
乃
家
が
冬
季
休
館

お
お
さ
る
山
乃
家
は
、
12
月
29
日
㈰

か
ら
３
月
16
日
㈰
ま
で
冬
季
休
館
し
ま

す
。
な
お
、
同
館
周
辺
で
行
う
日
帰
り

体
験
教
室
な
ど
は
、
同
期
間
中
も
継
続

し
て
行
い
ま
す
。

問
同
館
☎
０
２
７
―
２
８
５
―
６
１
５
１ 色が変化していく美しいバラです

市民一人ひとりが、それぞれの楽しみを感
じることができ、見い出せることは「前橋」
の誇りです。

絵画、書、茶道、華道、舞踏や歴史研究、
そして音楽。前橋市は多彩に咲き誇る「文化」
を支える都市でありたいと願っています。
「文化」によって市民皆さんが幸せになり、

互いに結び合う都市をご一緒に築いてまいり
ましょう。

今年も残すところ１ヶ月となりました。朝
夕冷え込む季節ですので、インフルエンザ対
策など健康にご留意されお過ごしください。

市長

エコな取り組みでクリーンな毎日
12月は地球温暖化防止月間＆大気汚染防止月間

冬の過度な暖房や自動車の利用は、二酸
化炭素排出増による地球温暖化だけでなく、
空気を汚すことにつながります。12月は地
球温暖化防止月間と大気汚染防止月間。こ
れを機に、私たち一人一人が次のことに気
を付け、日頃の生活を見直していくことが
大切です。
□使う物を効率化

家電の消費電力が大きい機器の省電力化
と節電に取り組みましょう。
□外出時のエコ化

移動は、自転車か公共交通機関の積極的
利用を。自動車を使用する場合は、急発進
や不要なアイドリングをやめるなど、エコ
ドライブを心掛けましょう。
□室内を保温する一工夫

窓は熱の逃げ道です。断熱シートや厚手
カーテンの使用、複層ガラス化などで窓の
断熱を。また、足元を暖かくするために、

レッグウオーマーなどで足元を保温、扇風
機などで上下の温度差をなくすことも効果
的です。
□屋外焼却は原則禁止されています

屋外での焼却行為は、大気汚染の原因の
一つで、法令で禁止されています。また、
悪臭の発生にもつながるため、「せきが 
止まらない」「洗濯物に臭いが付く」など 
の苦情が寄せられています。「少しだけだ
から」などの安易な気持ちが、他人の迷惑
につながることがあります。焼却以外の方
法を利用してください。
□薪ストーブの利用は周りに配慮を

最近では薪ストーブの排ガスによる苦情
が増加しています。設置の際は、近隣への
配慮をお願いします。すでに使用している
人は適切な薪を使用し、清掃・点検を忘れ
ずに行いましょう。
問環境政策課☎027―898―6294


